
第 51回 災害情報（役所）無用論 

ＩＴ生   

 
 先日、日本災害情報学会の研究発表をききにいった。 

 標題の「災害情報無用論」をきくためであった。 

 

 内容をかいつまんでいうと、事前防災の備えができていたら、避難勧告やら、役に立った

試しのない、役所が発する災害情報などいらないということだ。もちろん、何が起こるかを

知らないと、災害対応はスタートしないので気象庁が発表する、台風の進路や大きさ、雨量

など一次情報としての気象情報は必要だ。 

 

 住民は、気象情報をみて、事前に用意していた避難計画に沿って、避難すればいい話である。

地震の場合は、災害情報などはないし、津波の場合は、地震発生そのものが、その後の津波へ

の〝警報〟になるから、役所が発する災害情報はそもそも不用なのだ。東日本大震災の場合は、

地震から津波到達まで約４５分あったので、津波警報は役に立たなかったわけではなかった

（想定津波高を誤報はしたが）。 

 

 
昨年の西日本豪雨と同様、堤防決壊が全国に広がり、堤防の構造を含め防災のありようが大きな岐路にた

たされている 



 しかし、南海トラフ地震の場合は、震源が陸地に近く、東日本に比べて、津波の到達時間は

はるかに短く、警報を待っていたのでは、逃げ遅れる地区も多い。すなわち、地震発生と同時

に、避難を始めないと、間に合わないのだ。 

 

 こうした内容の発表は終わったのち、質疑応答の段になって、仰天する発言があった。発言

の主は、内閣府や国交省にいたという霞ヶ関の権化みたいな元役人だ。 

 

 発表の内容は「マンザイだ」という。法律によって義務化されている災害情報があるからこ

そ、災害が発生後の、行政手続きが進むのだと主張する。傍聴していた研究者から、思わず、

失笑がもれた。この御仁の発言は、あたかも、人命より行政手続きのほうが大切だと主張して

いるのと同じであることに本人は気づいていない。 

 

 昨年、今年と相次ぐ水害で堤防が破堤し、堤防の構造すら見直せという国の方針が示されつ

つあるなかで、防災において役所の存在価値が問われているなかでの、学会の珍事に、大いな

る危惧を感じたのは、学会の会場にいた研究者とて同じだったろう。 

 
（令和元年 10 月） 


